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第1章 総則

（趣旨）

第1条 この規程は、令和8年度におけるさいたま地方裁判所の本庁（以下「本
庁」という。 ）及び支部（以下「支部」という。）並びに管内簡易裁判所の部の
設置､裁判官の配置､裁判事務の分配､開廷の日割り並びに裁判事務及び司法行
政事務の代理順序について定める｡

(本庁の部及び支部の裁判事務の分配）

第2条 本庁の部及び支部の裁判官に対する裁判事務の分配は、この規程に定める
もののほか、当該部又は支部において定めるところによる。

（所長の特別措置）

第3条 この規程によって事件を配付することができず、又はこの規程の定めると
ころにより事件を配付することが著しく相当でない場合において、特に急を要す
るときは、所長が当該事件を配付する部又は裁判官を指定することができる。

2 この規程に定める裁判事務の代理をする裁判官がその代理をすることができな
いとき又は困難であるときは、所長が当該裁判事務を代理する裁判官を指定する
ことができる。

3 所長は、前2項の規定による指定をしたときは、次の裁判官会議において承認
を求めなければならない｡

4 所長は、研さんのため、新任判事補にその配属された部の事務以外の事務を行
わせることができる。

（調停主任等）

第4条調停事件を担当することとなる裁判官又は民事調停官を調停事件の調停主
任とする。

2 労働審判事件を担当することとなる裁判官を労働審判事件の労働審判官とする。

（令状事件等の当番表の作成準則）
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第5条 所長は、刑事訴訟法等の規定による逮捕状その他の令状の発付等に係る事
件（行政取締法規に基づく臨検等の許可状請求事件及び児童福祉法に基づく一時
保護状の請求事件を含み、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法
律（以下「組織犯罪処罰法」という。）第6章及び国際的な協力の下に規制薬物
に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等
の特例等に関する法律（以下「麻薬特例法」という。）第6章に基づく令状請求
事件を除く。以下「令状事件」という。）、被疑者及び第1回公判期日前の被告
人の勾留に関する処分に係る事件並びに被疑者の国選弁護に係る事務処理の当番
表を作成するための準則を定める。

2 所長及び熊谷支部長は、前項の準則に基づき、当番表を作成する。

3 所長は、第1項の準則を改定する際には、令状当番表改定委員会の意見を聞く
ものとする。

4 令状当番表改定委員会の構成等は、別に定めるところによる。

第2章 本庁

第1節 部の設置及び裁判官の配置

第6条 本庁に設置する部は、別表第1の「部」欄に掲げる各部（以下「民事部」
と総称する。）及び別表第2の「部」欄に掲げる各部（以下「刑事部」と総称す
る。）とし、その各部に別表第1及び別表第2の各「裁判官の配置」欄に掲げる
裁判官を配置する。

第2節 民事部の裁判事務の分配及び開廷の日割り

（裁判事務の分配）

第7条 民事部の裁判事務の分配は、別表第1のとおりとし、同表の「事務」欄に
掲げる事件は、受理の順序に従い､ 同表の定めるところによって各部に配付する。
ただし、事情により民事部の裁判事務の分配を一定期間に限り変更する必要があ

る場合において、その変更をするために民事部の関係各部の裁判官又は部の事務

を総括する裁判官（以下「部総括裁判官」という。）の各全員の同意を得て所長

が事件の配付を変更すべき部を指定したときは、その指定による。

2 各部は、前項の規定により配付された事件について、別表第1の「担当裁判官」
欄に掲げる各裁判官に配付する。ただし、前項ただし書の場合には、その指定に
よる。
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3 前2項の規定にかかわらず、再審事件、上告提起事件、控訴提起事件及び抗告

提起事件並びにこれらに付随する執行停止事件は原裁判をした部に、手形訴訟及

び小切手訴訟の終局判決に対する異議事件及びこれに付随する執行停止事件は当

該手形訴訟及び小切手訴訟の終局判決をした部に、本案事件に関する各種申立て

及び参加申出等の事件は本案事件の配付を受けた部に､ 既済事件に関する執行文

付与に関する事件及びこれに付随する執行停止事件その他の申立事件はその既済

事件の完結時に係属していた部に、民事調停法第20条第1項の規定により受訴

裁判所が自ら処理するものとして調停に付した場合の調停事件はその調停に付し

た部にそれぞれ配付する。

ただし、別表第1において特例が定められている場合には、その特例による。

（事件の配付替え及び配付の調整）

第8条 一の部に配付された事件について、民事部の他の部に配付された事件と関
連があること等により当該他の部において処理するのを相当とする場合には、当

該部の申出に基づき､ 関係各部の裁判官又は部総括裁判官の各全員の協議により、

その事件を当該他の部に配付替えすることができる。

2 前条第1項の規定により配付された事件につき前項の規定により事件の配付替
えをしたときは、配付替えを受けた部に対して配付替えののち最初に配付する新
受事件（ただし、前条第3項に定める事件を除く。）によって、別表第1の事件
の配付割合に適合するよう事件の配付の調整をする。

（開廷の日割り）

第9条 民事部の開廷の日割りは、別表第1の「開廷曜日」欄及び別表第3のとお
りとする。ただし、これと異なる曜日に開廷する必要がある場合には、所長の承
認を得て、これと異なる曜日に開廷することができる。

第3節 刑事部の裁判事務の分配及び開廷の日割り

（定義）

第1 0条 この節（別表第2を含む。）において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。

一 裁判員対象事件 公判請求事件のうち、裁判員の参加する刑事裁半|｣に関する
法律（以下「裁判員法｣ という。）第2条第1項に掲げる事件をいう。

二 法定合議事件 公判請求事件のうち$裁判員対象事件でない法定合議事件を
いう。

三 単独事件 公判請求事件のうち、裁判員対象事件及び法定合議事件以外のも
のをいう。
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四 裁定合議事件 単独事件のうち、当該事件の配付を受けた部又は裁判官から
の申出に基づき、刑事部の裁定合議委員会において合議体が審理及び裁判をす
るのを相当とするとの決定をしたものをいう。

五 即決裁判事件 単独事件のうち､ 刑事訴訟法第350条の16の規定による
即決裁判手続の申立てがあった事件をいう。

六 入通院処遇事件 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び
観察等に関する法律（以下「医療観察法」という。）第33条第1項の規定に
よる申立てに係る事件をいう｡

七 付随処遇事件 医療観察法に規定する申立てに係る処遇事件のうち入通院処
遇事件を除いたもの

八競合調整事件 医療観察法76条第1項､ 第2項に規定する申立てに係る事
件

（裁判事務の分配）

第11条 刑事部の裁判事務の分配は、別表第2のとおりとし、同表の「事務」欄
に掲げる事件は、受理の順序に従い、｜司表の定めるところによって各部に配付す

る。この場合において、2以上の事件が1通の起訴状により公訴提起されたとき

は、それらの事件のうち、裁判員対象事件、法定合議事件及び単独事件の順序に

従い、その最も先に掲げた事件1件として配付する。

2 前項の規定にかかわらず、再審事件（再審の審判事件を含む。）及び刑事訴訟
法第350条の刑決定請求事件は原裁判をした裁判官が所属した部（ただし、当
該部に配付するこ とができないときは、所長の定める他の部）に、公判請求事件
に付随する雑事件等でこの規程に特別の定めのないものは当該公判請求事件を担
当する部にそれぞれ配付する。

3 各部は、第1項の規定により配付を受けた事件については、別表第2の「担当
裁判官」欄に掲げる裁判官に、配付する。ただし、裁判員対象事件の配付を受け
た部において、裁判員法第2条第3項の決定をしたときは、当該部の部総括裁判
官が当該事件を担当する。

4 各部は、第2項の規定により配付を受けた事件については関係事件を担当する
裁判官にそれぞれ配付する。

5 第7条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定は、事情により刑事部の裁判
事務の分配を一定期間に限り変更する必要がある場合について準用する。

（関連事件の配付、配付替え及び配付の調整）
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第12条 前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、当該事件を既に起訴した同

一被告人に対する他の事件と併合して審理されたい旨の表示が起訴状に付された

事件は当該他の事件を担当する裁判官の所属する部に、別表第2の別記3から5

までに掲げる事件は別記において定めるところによりそれぞれ配付をし、各部は、

これに従い配付された事件を担当する裁判官に配付する。

2 －の部に配付された事件について、その部の裁判官が勾留等の処分をしたこと

等により刑事部の他の部において処理するのを相当とする場合には、当該部の申
出に基づき、関係各部の裁判官又は部総括裁判官の各全員の協議により、その事
件を当該他の部に配付替えすることができる。

3 裁判官（合議体を含む。以下この項において同じ。）を異にして配付された数

個の事件が相互に関連し、併せて処理するのを相当とするときは、関係裁判官の

協議により、一の裁判官がこれを併せて担当することとし、その事件を他の部又

は他の裁判官に配付替えすることができる。

4 次の各号に掲げる場合には、その直後に受理した新件によって、別表第2の事
件の配付割合に適合するよう事件の配付の調整をする。

一 前3項の規定により事件の配付又は配付替えをした場合

二 単独事件が裁定合議事件となった場合。この場合においては、当該事件の配
付を受けていた部又は裁判官につき、裁定合議委員会の決定があった時に、裁
定合議事件としての配付がされ、単独事件が除かれるものとする。

三 2以上の裁判員対象事件又は裁判員対象事件と法定合議事件若しくは単独事
件とが1通の起訴状により公訴提起された場合において、1又は2以上の被告
事件ごとに、弁論が分離され、又は裁判員法第71条の規定による決定（以下
「区分審理決定」という。）があったとき。この場合においては、分離された
弁論又は区分事件ごとに、その事件の種類に応じて新たに1件の事件が配付さ
れたものとみなす。ただし、区分事件となった法定合議事件又は単独事件が裁

判員の参加した合議体で審理されるときは、裁判員対象事件として配付がされ

たものとする。

四 法定合議事件又は単独事件の弁論が別の起訴状により公訴提起された裁判員

対象事件の弁論に併合された後 区分審理決定があった場合において、当該法

定合議事件又は単独事件が裁判員の参加した合議体で審理されるとき。この場

合においては、当該区分事件ごとに、裁判員対象事件として配付がされたもの

とする。

五 罰条が撤回され、又は変更されることにより裁判員対象事件に該当しなくな

った場合において、当該事件が1人の裁判官又は裁判官の合議体で審理される

とき。この場合においては、裁判員対象事件が除かれ、法定合議事件又は単独

事件の配付がされたものとする。
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（入通院処遇事件等）

第13条 第11条の規定にかかわらず、入通院処遇事件のうち対象行為について

刑事部の部による確定裁判を経ているものは、当該部に配付する。

2 前項の規定により事件の配付をしたときは、その直後に受理した新件によって

別表第2の事件の配付割合に適合するよう事件の配付の調整をする。

（付随処遇事件及び競合調整事件）

第14条 第11条の規定にかかわらず、付随処遇事件及び競合調整事件のうち、
刑事部の部が同一の対象者に係る入通院処遇事件又は先行する付随処遇事件の決
定をしているものは、直近にその決定をした部に配付する。

2前項の規定により事件の配付をしたときは、その直後に受理した第10条の規
定により配付すべき付随処遇事件又は競合調整事件の新件によって別表第2の事
件の配付割合に適合するよう事件の配付の調整をする。

（開廷の日割り）

第15条 刑事部の開廷の日割りは、別表第2の「開廷曜日」欄及び別表第3のと
おりとする。ただし、これと異なる曜日に開廷する必要がある場合には、所長の

承認を得て、これと異なる曜日に開廷することができる。

（令状事件等）

第16条 令状事件（地方裁判所に請求できない事件を除く。）、被疑者及び第1
回公判期日前の被告人の勾留に関する処分に係る事件並びに被疑者の国選弁護に
係る事務処理は、毎月あらかじめ所長が定める当番表により、さいたま地方裁判
所に補職されている判事及び判事補（熊谷支部及び秩父支部に勤務する者を除く
。）に配付する。

2 執務時間外において前項の各事件及び事務処理を担当する裁判官は、執務時間

外における管内各支部の被疑者の国選弁護に係る事務処理 (年末年始及びそれに

接着する閉庁日以外の日については、熊谷支部及び秩父支部の事件を除く。）を

も担当する。

3 前項の裁判官は、緊急を要するときは、執務時間外における裁判官の権限によ

って処理すべき犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下「通信傍受法」と

いう。）上の傍受の原記録の保管事務及びこれに随伴する事務（本庁管内各支部

において取り扱うべき事務を含む｡ ）を代理して処理する。

第4節 裁判事務の代理順序
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第17条 各部の裁判官に差し支えのあるときは、その裁判事務は、その部の他の

裁判官が当該部においてあらかじめ定める順序により代理し、その代理をするこ

とができないとき又は困難であるときは、別表第4に定めた部の裁判官が代理す

る。

第3章 川越支部

（部の設置及び裁判官の配置）

第18条 川越支部に設置する部は、別表第5の「部」欄に掲げる各部とし、その
各部に同表の「裁判官の配置」欄に掲げる裁判官を配置する。

（裁判事務の分配等）

第19条 川越支部の裁判事務の分配は、別表第5のとおりとし、同表の「事務」
に掲げる事件は、同表の定めるところによって各部に配付する｡

2 各部は、前項の規定により配付された事件について、別表第5の「担当裁判官」
欄に掲げる各裁判官に配付する。

3 第7条第1項ただし書 第2項ただし書及び第3項本文並びに第8条の規定は
民事事件の配付又は配付替えにつき、第11条第2項、第4項（即決裁判事件に

関する部分を除く｡ ）及び第5項並びに第12条第1項（別表第2に係る部分を
除く。）から第3項まで並びに第4項第1号及び第2号は刑事事件の配付又は配

付替えにつき準用する。この場合において、各規定中「民事部」とあるのは「川
越支部」と､ 「部」又は「裁判官の所属する部」とあるのは ｢裁判官」と、「他
の部」とあるのは「他の裁判官」と、 「当該部」とあるのは「当該裁判官」と、

「関係各部の裁判官又は関係各部の部総括裁判官」とあるのは ｢関係裁判官」と、
「裁定合議委員会の決定があった時」とあるのは「合議体で審理及び裁判をする

旨の決定があった時」と、「所長」とあるのは「支部長」と、「別表第2」とあ
るのは「別表第5」とそれぞれ読み替えるものとする。

（開廷の日割り）

第20条 各部の開廷の日割りは、別表第5の「開廷曜日」欄のとおりとする。

（裁判事務の代理順序）

第21条 担当裁判官に差し支えのあるときは、その裁判事務は、その部の他の裁

判官が当該部においてあらかじめ定める順序により代理し、その代理をすること

ができないとき又は困難であるときは、支部長の定めるところにより、他の部の

裁判官が代理する。

第4章 越谷支部、熊谷支部及び秩父支部

ワ
I



（裁判事務の分配等）

第22条 越谷支部、熊谷支部及び秩父支部の裁判官の配置及び裁判事務の分配は、

別表第6のとおりとし、各支部においては、同表の「事務」欄に掲げる事件を、

同表の定めるところによって各裁判官に配付する｡

2 第19条第3項の規定（越谷支部につき、第12条第4項第2号を準用する部
分を除く。）は、越谷支部及び熊谷支部の事件の配付又は配付替えにつき準用す
る。この場合において、「別表第5」とあるのは、「別表第6」と読み替えるも
のとする。

3 越谷支部、熊谷支部及び秩父支部の開廷の日割りは、別表第7のとおりとする。

（裁判事務の代理順序）

第23条 越谷支部又は熊谷支部の裁判官に差し支えのあるときは、その裁判事務
は、その支部の他の裁判官が当該支部においてあらかじめ定める順序により代理

し、その代理をすることができないとき又は困難であるときは、その支部の支部
長の定めるところにより、その支部の他の裁判官が代理する。

2 秩父支部の裁判官に差し支えのあるときは、その裁判事務は、熊谷支部の支部
長の定めるところにより、同支部の裁判官が代理する。

第5章 管内簡易裁判所

（裁判事務の分配等）

第24条 管内簡易裁判所の裁判官の配置及び裁判事務の分配は、別表第8のとお
りとし、各簡易裁判所においては、同表の「事務」欄に掲げる事件を、同表の定

めるところによって各裁判官に配付する｡

2 第19条第3項の規定（第12条第4項第2号を準用する部分を除く。）は、
裁判官が2人以上配置されている簡易裁判所における事件の配付又ば配付替えに
つき準用する。この場合において、「川越支部」とあるのは「各簡易裁判所」と、

「支部長」とあるのは「所長」と、「別表第5」とあるのは、「別表第8」とそ
れぞれ読み替えるものとする。

3 管内簡易裁判所の開廷の日割りは、別表第9のとおりとする。

（裁判事務の代理順序）
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第25条 裁判官が2人以上配置されている簡易裁判所において、裁判官に差し支
えのある場合には、その裁判事務は、その簡易裁判所の他の裁判官が当該簡易裁
判所においてあらかじめ定める順序により代理し、その代理をすることができな
いとき又は困難であるときは、当該簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官
の指名する裁判官が代理する。これによることができないときは、別表第10に
定める簡易裁判所の裁判官が代理する。

2 1人の裁判官が配置されている簡易裁判所において､裁判官に差し支えのある
ときは、その裁判事務は､ 別表第10に定める簡易裁判所の裁判官が代理する。

第6章 司法行政事務の代理順序

第26条 所長に差し支えのあるときは、別表第11に定める裁判官がその事務を
代理する。

2 本庁の部総括裁判官に差し支えのあるときは、その事務は、その部に所属する

裁判官が別表第1又は別表第2の「裁判官の配置」欄に記載した特例判事補まで

の順序により代理する｡

3 川越支部の支部長に差し支えのあるときは、別表第12に定める裁判官がその

事務を代理し、同支部の部総括裁判官に差し支えのあるときは、その事務は、そ

の部に所属する裁判官が別表第5の「裁判官の配置」欄に記載した特例判事補ま

での順序により代理する。

4 越谷支部又は熊谷支部の支部長に差し支えのあるときは、その事務は、その支

部に所属する裁判官が別表第6の「裁判官の配置」欄に記載した順序により代理

する。

5 秩父支部の支部長に差し支えのあるときは、その事務は、熊谷支部に所属する

裁判官が別表第6の「裁判官の配置」欄に記載した順序により代理する。

6 管内簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官に差し支えのあるときは、そ
の事務は、その庁の他の裁判官が別表第8の「裁判官の配置」欄に記載した順序

により代理する。

7 裁判官が1人配置されている簡易裁判所において、その裁判官に差し支えのあ
るときは、その事務は、その裁判官の裁判事務を代理する裁判官が代理する。

附 則

この規程は、令和8年1月1日から施行する。

附 則（令和8年1月1 4日付け応急措置）

この応急措置は、令和8年1月16日から施行する。

附 則（令和8年1月29日付け応急措置）
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この応急措置は、令和8年2月1日から施行する。

附 則（令和8年2月4日付け応急措置）

この応急措置は、令和8年2月6日から施行する。

附 則（令和8年2月20日付け応急措置）

この応急措置中、第1項の規定は令和8年3月1日から＊その他の規定は同年2

月25日からそれぞれ施行する。

附 貝|」（令和8年3月18日付け規程第1号）

この規程中、第1項の規定は令和8年3月20日から、第2項及び第6項の規定

は同月25日から、第8項及び第10項の規定は同月31日から、その他の規定は

同年4月1日からそれぞれ施行する。

附 則（令和8年4月1日付け応急措置）

この応急措置中、第4項の規定は令和8年4月10日から、その他の規定は同月

Ｉ

1日から施行する。

10



事務分酉己別表一覧

民事部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割り

刑事部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割り

本庁の開廷日割り

本庁における裁判事務を代理すべき裁判官の定め

川越支部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割り

越谷支部、熊谷支部及び秩父支部の裁判官の配置及び裁判事務の分配

越谷支部、熊谷支部及び秩父支部の開廷の日割り

管内簡易裁判所の裁判官の配置及び裁判事務の分配

管内簡易裁判所の開廷の日割り

管内簡易裁判所の裁判事務の代理順序

所長に差し支えがある場合の司法行政事務の代理順序

川越支部の支部長に差し支えがある場合の司法行政事務の代理順序

別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5

別表第6

別表第7

別表第8

別表第9

別表第10

別表第11

別表第12
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別表第1 民事部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割り
蔚阻｜裁判官の配置｜｜ － 事斗一務 担当霧副津ﾛ霞題目

WE-厨 岡'」
川 嶋 彩 子
藤 田 一 真
平 田 裕 人

木壺~軍潅壼香讓軍1年~r匡軍関係事1年－1別記2の事件）、知的財産権
事件、独占禁止事件及び労働関係民事通常訴訟事件（別記5(1)①の
事件）の各控訴事件並びに3の事件を除く。）の5分の1

2 この部において合議体で裁判をする旨の決定をした民事事件

判事（総）

桃 崎 剛

判事

川 嶋 彩 子

判事

藤 田 一 真

判事補

平 田 裕 人

第
１
民
事
部 3 民事部の他の部の裁判官に対する除斥､ 忌避事件及び越谷支部
又は管内簡易裁判所 （川越支部、熊谷支部及び秩父支部の管内の
簡易裁判所を除く。以下「本庁管内簡易裁判所」という。）の裁
判官に対する民事事件に関する除斥、忌避事件の各6分の1

4 民事部の他の部及び越谷支部の民事調停法9条2項による除斥
事件、同法23条の4第3項による除斥、忌避事件の各6分の1

5 証拠保全（起訴前の証拠保全に限る。）、訴え提起前における
証拠収集処分、仲裁事件（仲裁法1 2条2項、35条1項、44
条1項、46条1項、47条1項及び49条1項の申立てに係る
ものに限る。）、特定和解の執行決定事件及び共助事件の各5分の
1

．医事関係事件の控訴事件

民事通常事件（医事関係事件、労働関係事件（別記5(1)の事
件）、知的財産権事件、独占禁止事件並びに手形訴訟及び小切手
訴訟の終局判決に対する異議事件を除く。）及び手形小切手事件
各110分の17

６
’
－
７

第1係

桃 崎

火

剛

第2係
藤 田 一 真

月・水

8 医事関係事件

9 民事部の他の部の裁判所書記官に対する民事事件に関する除斥
及び忌避事件の各6分の1

第3係

川 嶋 彩 子

水

｜’
水篠 原 康 治

石 田 憲 一

中 村 暢 明
中 本 裕 子

判事（総）

篠 原 康 治

判事
石 田 憲 一

判事補
中 村 暢 明

判事補

中 本 裕 子

l～5

第1民事部のlから5までに同じ。

第
２
民
事
部

金第1係
篠 原 康 治

火・金第2係
石 田 憲一二

1

月・木第3係
中 村 暢 明



随時眞 鍋 美穂子
宮 武 芳
森 大 輔
山 崎 隆 介
志 村 塔 子
高 橋 粒

民事執行軍洞一『戻軍鞆行涯1条に掲げる民事執行の事件）

破産事件、再生事件、会社更生事件

保全事件（知的財産権事件、独占禁止事件及び行政事件の各事
件に関する保全事件並びに労働仮処分関係事件（別記5(1)④の事
件）を除く。）

借地非訟事件

人身保護事作 配偶者暴力等に関する保護命令事件
調停事件、過料事件、民事非訟事件、商事非訟事件
仮登記仮処分事件

仲裁事件（仲裁法12条2項、35条1項、44条1項、 46
条1項、47条1項及び49条1項の申立てによるものを除
簡易確定事件

第1民事部の3，4及び9に同じ。

民事部の他の部の事件及び第3民事部の1から10までの事件を
除く民事事件

判事（総）

眞 鍋 美穂子
判事

宮 武 芳

判事

森 大 輔
判事

山 崎 隆 介
判事補

脊 戸 紗 希

判事補
小 沼 友 美

判事補
志 村 塔 子

判事補
高 橋 粒

１
２

３第
３
民
事
部

４
５

６
．
７

８
９

０
１

１
１

水

’
真 辺 朋 子
古 賀 秀 雄
人 見 和 幸
佐々木 光 弘

判事（総）

真 辺 朋 子

判事

古 賀 秀 雄

判事

人 見 和 幸

判事補

佐々木 光 弘

l～5

第1民事部の1から5までに同じ。

第
４
民
事
部

6 行政事件（行政雑事件を含む。ただし、そのうち行政取締法規
に基づく臨検等の許可状請求事件及び児童福祉法に基づく一時保
護状の請求事件を除く。）、知的財産権事件（保全事件を含
む。）、独占禁止事件（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律24条の規定による事件をいい、保全事件を含む。）

7 地方自治法242条の2第1項4号の規定による訴訟について
損害賠償若しくは不当利得の返還の請求を命ずる判決が確定した
場合における同法242条の3第2項又は243条の2の2第5
項の規定による事件（保全事件を含む。）

8 知的財産権事件及び独占禁止事件の各控訴事件
金第1係

真 辺；朋一壬
第1民事部の7に定める事件の各110分の19
第1民事部の9に同じ。

９
０１

月

第
宣
一
第
人

癖
篁
癖
見

秀 雄
木9金

和 幸



尚 久

紀 彦

彩 子

寛 也

由梨花

金鈴 木

岡 田

長 妻

久保田

宮 本

～5

第1民事部のlから5までに同じ。

労働関係民事通常訴訟事件の控訴事件

労働仮処分関係事件

1判事（総）

鈴 木 尚 久

判事

岡 田 紀 彦

判事

長 妻 彩 子

判事

久保田 寛 也

判事補
宮 本 由梨花

第
５
民
事
部

６
７

火第1係
鈴 木 尚 久

第1民事部の7に定める事件の各110分の30

労働仮処分関係事件及び労働審判事件を除く労働関係事件

８
９

火・木第2係
久保田 寛 也

月・水第3係
長 妻 彩 子

火・木第4係
岡 田 紀 彦

随時第1係

鈴 木一尚 久
第2係
久保田 筧也
第3係

長 妻 彩 子

第4係
岡 田 紀 彦

|’
郎 金堀 田 次

判事

堀

判事

遠

判事

高

(兼）
高

(総）

田 次 郎 第1民事部の1から5までに同じ。

第
６
民
事
部

一諦 嗣
子紗
真
美

田
田

垂
唾
一
局

田 真 嗣

月・水
田 美紗子

判事補
橋 粒

火第2係
堀 田 次 理

火 ･木第3係
遠 田一真 嗣

別 記
l 民事通常事件及び控訴事件において、当事者の数が10を超えるときは、］0を超えるごとに1件を加算した事件の配付が
あったものとみなす。ただし、当事者の数が100を超えるときは、所長及び民事部の各部の事務を総括する裁判官の協議に
より、配付があったものとみなされる事件の数を増減することができる。

2医事関係事件（医師又は歯科医師及び医療補助者の患者に対する診断、検査、注射、治療、手術、麻酔、管理等の医療行為
の過失に基づく被害を理由とする損害賠償請求事件（債務不存在確認請求事件を含む。）をいう。） は、1件につき§第1民
事部の7に定める民事通常事件（以下、単に「民事通常事件」という。）4件の配付があったものとみなす（ただし、本訴事件
を民事通常事件4件の配付があったものとみなした事件の反訴事件を除く。）。
医事関係事件の控訴事件は、1件につき、民事通常控訴事件（民事控訴事件のうち、第1民事部のlのかっこ書きに掲げる

各控訴事件を除いたものをいう。以下同じ。）1件及び民事通常事件3件の配付があったものとみなす。
3 行政事件のうち、行政訴訟事件並びに行政雑事件のうち、執行停止事件、仮の義務付け事件及び仮の差止め事件は§1件に
つき、民事通常事件4件の配付があったものとみなす（ただし、本訴事件を民事通常事件4件の配付があったものとみなした
事件の反訴事件を除く。）。

4 知的財産権事件及び独占禁止事件は、1件につき、民事通常事件1件の、知的財産権及び独占禁止事件の各控訴事件は、1
件につき、民事通常控訴事件1件の、それぞれ配付があったものとみなす。



5(1)労働関係事件は次のとおりとする。
① 労働関係民事通常訴訟事件
、ア 労働契約関係の存否に関する請求
イ 賃金請求権その他労働契約関係又は就業規則に基づく権利関係に関する請求
ウ 労働協約その他労使間の協定に基づく権利関係に関する請求
エ 争議行為その他労働者の団体行動又はこれらに関連して生じた権利関係に関する請求
オ 労働組合員の地位の得喪又は組合員の権利義務に関する請求
力 労働組合その他労働者の団体の組織、運営又は財産に関する請求
キ 労働者の災害補償に関する請求（安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求（いわゆるパワー･ ハラスメント
を理由とするものを含む。）を除く。）

ク その他労働関係若しくは労働者の団体若しくは団体行動又はこれらに関連して生じた権利関係に関する請求
（いわゆるセクシャル・ハラスメントを理由とする安全配慮義務違反等に基づく損害賠償請求を含む。）

② 公務員を当事者とする訴訟事件で、前記①に掲げる訴訟事件と同種のもの
③ 労働組合法第27条の19第1項に規定する労働委員会の命令の取消しを求める行政訴訟事件
④ 労働仮処分関係事件（前記①又は②に掲げる事件に関する訴訟事件を本案とする仮処分事件（仮処分命令に対する
異議・取消しの事件を含む。）並びにこれに関する執行異議事件及び執行停止事件

⑤ 労働審判事件
⑥ ⑤から訴訟手続に移行した事件
⑦ 労働組合法第27条の20に規定する緊急命令事件
⑧ 労働組合法第32条から第32条の4までに規定する過料事件
⑨ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第33条に規定する過料事件
⑩ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第31条に規定する過料事件

(2) (1)の労働関係事件のうち、④の事件、⑤の事件及び⑥の事件は、2件につき、民事通常事件3件の配付があったもの
とみなし、その余の労働関係事件は、 1件につき、民事通常事件3件の配付があったものとみなす（ただし、本訴事件
を民事通常事件3件の配付があったものとみなした事件の反訴事件を除く。）。
なお、労働関係民事通常訴訟事件の控訴事件は､ 1件につき、民事通常控訴事件1件及び民事通常事件2件の配付が

あったものとみなす。

6 （第7条第3項関係）再審事件及びこれに付随する執行停止事件のうち、医事関係事件は第1民事部に、人事事件は第3民
事部に、行政事件、知的財産権事件及び独占禁止事件は第4民事部にそれぞれ配付する。



裁判事務の分配及び開廷の日割り
事 務

別表第2 刑事部の裁判官の配置、
匝画…､…罰「
－判事（総） ＝声平1頁奇褒亨1牢

第 佐 伯 恒 治 2 法定合議事件の'
1 判事 3 裁定合議事件の｜
刑 増 尾 崇 4 この部において
事 判事補 5 刑事部の他の部
部｜岸 健 司 戻事件（合議）のI

垣雪莪判官一||開廷曜日」恒
健

伯
尾

治
崇
司

月・水

佐
増
岸

_莪平1頁河蒙事件の5分の1

法定合議事件の5分の1

裁定合議事件の5分のl

この部において合議体で審判をする旨の決定をした事件
刑事部の他の部又は川越支部若しくは熊谷支部に係る事件の差

戻事件（合議）の5分の1

１
２

３
４

５

6 刑事部の他の部の裁判官に対する刑事事件に関する忌避、回避
事件及び越谷支部、本庁管内簡易裁判所又は越谷簡易裁判所の裁
判官に対する刑事事件に関する忌避、回避事件の5分の1

7 刑事部の他の部に配付された裁判員対象事件に関する裁判員法
第3条第1項に基づく除外決定請求等事件、同法第35条第1
項、第42条第1項又は第94条第1項に基づく異議申立事件及
び同法第41条第2項又は同法第43条第2項に基づく裁判員等
解任請求等事件の各5分の1

8 本庁の裁判官（支部の裁判官が当番表によりした場合を含
む。）、越谷支部の裁判官、本庁管内簡易裁判所の裁判官（支部
管内簡易裁判所の裁判官が当番表によりした場合を含む。）又は
越谷簡易裁判所の裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第429
条の準抗告事件（同条の例によるとされる不服申立事件を含
む。）の5分の1

9 刑事訴訟法第262条の付審判請求事件の5分の1．
10 この部の裁判官が医療観察法第41条第1項の決定をした事件
l1 刑事部の他の部の裁判官がした鑑定入院命令に対する不服申立
て事件の5分の1

12 刑事部の他の部がした鑑定入院命令又は鑑定入院命令の期間延
長に対する異議申立て事件の5分の1

13本庁の裁判官（支部の裁判官が当番表によ りした場合を含
む。）、越谷支部の裁判官、本庁管内簡易裁判所の裁判官（支部
管内簡易裁判所の裁判官が当番表によりした場合を含む。）又は
越谷簡易裁判所の裁判官がした児童福祉法による一時保護状請求
却下の裁判に対する同法第33条第7項ただし書の取消請求事件
の5分の1

火第1係

佐 伯 恒 治
単独事件（即決裁判事件を含む。）の29分の5
刑事部の他の部又は各支部に係る差戻事件(単独)の5分の1

４
５

１
１

木第2係

増 尾 崇

癖
伯
癖
尾

16 刑事訴訟法第430条の準抗告事件（同条の例によるとされる
不服申立事件を含む。）の5分の1

第
佐
第
増

治
崇

恒

17 裁判官の権限によって処理すべき組織犯罪処罰法第4章及び麻
‘薬特例法第5章に基づく没収保全、追徴保全に関する処分請求事
件の5分の1

18 組織犯罪処罰法第6章及び麻薬特例法第6章に基づく国際共助
の可否に関する審査請求事件及び国際共助の可否に関する裁判の
取消請求事件の各5分の1

19 裁判所又は裁判官の権限によって処理すべき組織犯罪処罰法第
6章及び麻薬特例法第6章に基づく国際共助の要請に係る没収保
全、追徴保全に関する処分請求事件の5分の1

20 組織犯罪処罰法第6章及び麻薬特例法第6章に基づく令状請求
事件の5分の1

21 国際司法共助事件(15から17までの事件に該当するものを除
く。）の5分の1

22 入通院処遇事件の9分の1

23 付随処遇事件及び競合調整事件の9分の1

24 刑事部の他の部又は各支部に係る入通院処遇事件の差戻事件の9
分の1

25 刑事部の他の部又は各支部に係る上記以外の医療観察法の差戻
事件の9分の1



26 医療観察法の嘱託による事実調べの9分の1

27 刑事部の他の部の裁判官若しくは書記官又は刑事部の他の部が
担当する医療観察法の処遇事件の精神保健審判員に対する同法の
除斥事件の9分の1

28 検察審査会の起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその
維持に当たる者の指定に関する事務処理（各支部の管内における
事件に関する事務処理を含む。）の5分の1

29 刑事部の他の部の書記官に対す~る刑事事件に関する忌避及び回
避事件の5分の1

健 司
山

岸30 執行猶予の取消請求事件、起訴前の証拠調請求事件、第1回公
判期日前の証人尋問請求事件、刑事訴訟規則第66条の2の期間
延長請求事件、証拠保全請求事件及び国内司法共助事件の各4分の

31 この部の裁判官が担当する医療観察法の処遇事件の鑑定入院命
令手続の4分の1

32 医療観察法の連戻状の請求の手続の4分の1

33 不起訴被疑者等の訴訟費用負担事件の4分の1

佐 伯 恒 治34 裁判官の権限によって処理すべき通信傍受法上の傍受の原記録
の保管事務及びこれに随伴する事務､(各支部において取り扱うべ’ き事務を含む｡ ）の5分の1

1～13

第1刑事部の1ないし13に同じ。

月・木

健
志
大

江
向
古

見
井
関

一
穂
樹

判事（総）

江 見 健 一

判事
向 井 志 穂

判事補

古 関 大 樹

第
２
刑
事
部

金第1係

江 見 健 ＝
単独事件（即決裁判事件を含む。）の29分の6

第1刑事部の15に同じ。

４
５

１
１

第2係

向･井 志 穂 火

螺
見
癖
井

第
江
第
向

一

穂

健
志

24 刑事部の他の部又は各支部に係る入通院処遇事件の差戻事件の9
分の2

25 刑事部の他の部又は各支部に係る上記以外の医療観察法の差戻
事件の9分の2

26 医療観察法の嘱託による事実調べの9分の2

27 刑事部の他の部の裁判官若しくは書記官又は刑事部の他の部が
担当する医療観察法の処遇事件の精神保健審判員に対する同法の
除斥事件の9分の2

古 関 大 樹30～33

第1刑事部の30ないし33に同じ。

34 第1刑事部の34に同じ。 江 見 健 一



月・金

樹
子
司

英
純
健

田
澤

下井
深
岸

■E副匡… 1～13

第1刑事部のlないし13に同じ。井下田 英 樹

判事

深 澤 純 子

（兼）判事補
岸 健 司

第
３
刑
事
部 水第1係

井下田 英 樹
第2刑事部の14に同じ

第1刑事部の15に同じ。

４
５

１
１

第2係

深 澤 純 子

火

第1係

井下田

第2係

深 澤

16～29

第2刑事部の16ないし29に同じ。 英 樹

純 子

井下田 英 樹30 第1刑事部の34に同じ。

雅 仁

卓 久

そらの

｜

’
火・木

室
中
植

橋
川
村

l～13

第1刑事部の1ないし13に同じ。
判事（総）

室 橋 雅 仁

判事

中 川 卓 久
判事補

植 村 そらの

第
４
刑
事
部

水第1係

室 橋 雅 仁
第2刑事部の14に同じ。

第1刑事部の15に同じ。

４
５

１
－
１

第2係

中 川 卓 久

月

蠕
橋
癖
川

第
室
第
中

雅 仁

卓 久

植 村 そらの

室 橋 雅 仁

’ 火・水 ’小 池 健 治

並 河 浩 二

志 村 塔 子

(総）

池 健 治
判事

小

判事
並

（兼）
志

第
５
刑
事
部

河 浩

判事補
村 塔

金第1係

小 池 健 治

４
５

１
１

子

月第2係

並 河 浩 二係
池
癖
河

１第
小
第
並

健 治

浩 二

志 村 塔 子

小 池 健 治



I

別 記

（即決裁判事件の配付）

l 即決裁判事件1件の配付を受けたときは、通常の単独事件2分の1件の配付を受けたものとみなす。ただし、即決裁判手続の
申立てが却下され、又は即決裁判手続によって審判する旨の決定が取り消されたときは、事件の配付を受けた部に新たに
即決裁判事件1件が配付されたものとみなす。

2 即決裁判事件の配付により単独事件の配付件数に1件に満たない端数が生じた場合においても、その後の単独事件の配付
をするについては、その端数を1件とみなす。

（関連事件の配付・第12条関係）
3同一の犯罪に係る本表の第1刑事部の事務欄16記載の請求事件が第1回公判期日までの間に2以上あったときは、最初の
請求事件を配付した部に後の請求事件を配付する。

4 同一の共助犯罪に係る本表の第1刑事部の事務欄17から19までに記載の請求事件が2以上あったときは、最初の請求 、
事件を配付した部に後の請求事件を配付する。・

5 本表の第1刑事部の事務欄33記載の原記録が同一の犯罪に関し2回以上提出されたときは、最初に提出された原記録の保
管裁判官が後に提出された原記録の保管事務等を担当する。

6 第11条第3項並びに本表裁判官の配置欄及び担当裁判官欄の記載にかかわらず、本庁の刑事部以外に配置される裁判官
に裁判員対象事件の一部を担当させる必要があるときは、所長があらかじめ裁判官及び事件を定めて、当該裁判官を当該事
件の係属する間に限りその配付された部に填補させ、これを担当させることができる。



本庁の開廷日割り

圓■■｜ 火 |B
別表第3

＝ 木 ｜’ 金
6民合議家裁

(人訴係）

2民合議家裁

(人訴係）

3民

倒産関係、人身保鰻、DV

101号

合議（48）

民事部4刑 5刑5民4係1刑102号

単独（23）

地家裁 ｜ 地家裁 ｜ 地家裁
オ リ ン ク 対 応 法 廷 ）

簡裁民事・地家裁

※1

地家裁
／ 1－含嵐、
、 ｰ

103号

ラウンド法廷
－や

フ．

1刑簡裁刑事簡裁民事簡裁民事簡裁刑事104号

単独（23）

5民合議1民合議4民合議6民3係3民

倒産関係、人身保獲、DV

１

口
言
８

５
５

０
く

１
議△
口

3刑合議3刑合議3刑合議3刑合議 3刑201－号

裁判員（48）

2刑合議2刑合議 2刑2刑合議2刑合議202号

裁判員（48）

5刑合議 5刑5刑合議301号

裁判員 (82）

5刑合議2刑1刑3刑5刑合議302号

裁判員（36）

簡裁民事簡裁民事簡裁民事簡裁民事簡裁民事401号

ラウンド法廷

3民3民3民3民3民402号

ラウンド法廷

1刑1刑合議l刑合議1刑合議1刑合議403号

裁判員（48）

4刑合議4刑合議4刑4刑合議4刑合議404号

裁判員（48）

2民2係5民2係5民3係5民2係5民3係5（）1号

単独（18）

4民3係家裁

(人訴係）

2民3係2民2係2民3係502号

単独(1 8)

2民1係5民4係1民2係5民1係1民2係

ｊ

ロ
ワ

○○

３
１

０
〃
Ｉ

５
議今ロ

4民1係1民3係 6民3係6民2係4民2係504号

合議(1 8)

家裁

(人訴係）

4民3係6民1係1民1係6民1係505号

合議（18） 民
一
民

１
’
２

1民

2民

民
一
民

『
Ｌ
－
ｎ
色

1民

2民

民
一
民

１
ゞ
２

506号※2

ラウンド法廷 民一罎
回
民－４

5民

4民・6民

5民

4民・6民

5民

4民・6民

5民

4民 ・6民

507号※2

ラウンド法廷

午前簡裁民事、午後地家裁
上段の部が使用について管理

１
２

※
※



別表第4 本庁における裁判事務を代理すべき裁判官の定め

1 民 事 部

（1）代理を必要とする部が第3民事部以外の民事部であるとき

ア 1月1日から7月20日までの間及び9月1日から12月31日までの間

代理をする部の裁判官

~Z~I順位 第2順位
第2民事部 第3民事部
第1民事部 ｜ 第3民事部

｜■■■第3民事部
第6民事部 一 ’ ‐第3民事部
第4民事部 ｜ － 第3民事部

代理を必要とする部

第1民事部

第2民事部
第4民事部

第5民事部
第6民事部

イ 7月2．1日から8月31日までの間

代理をする部の裁判官

第1順位 第2順位
代理を必要とする部

第1民事部
第4民事部

又は第6民事部
第3民事部

第3民事部第5民事部第2民事部

第1民事部
又は第2民事部

第3民事部第4民事部

第3民事部

第3民事部

部
部
事
事

民
民

２
１

第
第

部
部

事
事
民
民

５
６

第
第

（2）代理を必要とする部が第3民事部であるとき
第1民事部、第2民事部、第4民事部、第5民事部及び第6民事部の裁判官が

順次代理する。

2 刑 事 部

（1）1月1日から7月20日までの間及び9月1日から12月31日までの間 ／

1弔理をする部の裁判官

第1順位 ｜ 第2順位

第2刑事部 1I 第3刑事蔀第3刑事部 第4刑事部
第4刑事部 第5刑事部
第5刑事部 第1刑事蔀
第1刑事部 第2刑事部

代理を必要とする部

第1刑事部

第2刑事部

第3刑事部

第4刑事部

第5刑事部

(2)7月21日から8月31日までの間

代理をする部の裁判目

第1順位~一一~｢三 第2順位代理を必要とする部

第1刑事部

I

第2刑事部
又は第3刑事部

第4刑事部又は
第5刑事部一

菱1刑事部
第1刑事部

第1刑事部

第1刑事部

第3刑事部

第2刑事部

第5刑事部

第4刑事部

第2刑事部

第3刑事部

第4刑事部
第5刑事部

3 民事部及び刑事部問の代理
前2項の定めでは裁判事務の代理をすることができないとき又は困難であるとき
は、民事部の裁判事務を刑事部の裁判官が、刑事部の裁判事務を民事部の裁判官が
それぞれ代理する。



川越支部の裁判官の配置、裁判事務の分配及び開廷の日割り別表第5

担当裁半|｣官 開廷曜日務事部 裁判官の配置

知
子
史

金誌軍 評『呑詞~を際頁~5－】

2 組織的犯罪処罰法第6章及び麻薬特例法第6章の国際共助の審査請
求事件、国際共助の裁判の取消請求事件

片
酒
関

理
絢
寛

岡
井
和

判事（支部長）

男 澤 聡 子

（兼）判事

武 田 美和子

判事

本 問 敏 広

判事

茂 木 典 子

（兼）判事

西 村 真 人

判事

片 岡 理 知

（兼)半|｣事

南 部 潤一郎

判事

高 橋 玄

判事

酒 井 約 子

（兼）判事

那 智 久美子

（兼）判事補

大 井 友 貴

判事補

柏 木 桃 子

（兼）半ﾘ事補
東 影 将 希

判事補

i関 和 寛 史

'（兼)判事補
｜畑 中 胡 春

月・火

，水・

木・金

3刑事単独詞F産罠事砕（単独）を除き、即決裁判事件を含む。）

知
子片 岡 理

酒 井 絢

第
１
部

随時聡 子

美和子

敏 広

典 子

真 人

理 知

潤一郎

玄

絢 子

久美子

将 希

寛 史

男 澤 聡

武 田 美

本 間 敏

茂 木 典

西 村 真

片 岡 理

南 部 潤

高 橋

酒 井 絢

那 智 久

東 影 将

関 和 寛

刑事訴訟法第429条の準抗告事件

児童福祉法による一時保護状請求却下の裁判に対する同法第33条
第7項ただし書の取消詰求事件

４
ゞ
５

片 岡 理 知 随時6 刑事訴訟法第430条の準抗告事件

男 澤 聡 子

本 間 敏 広

茂 木 典 子

片 岡 理 知

高 橋 玄

酒 井 絢 子

関 和 筧 史

随時7 第1回公判期日前の被告人の勾留に関する処分に係る事件、被疑者
の国選弁護に係る事務処理、組織的犯罪処罰法第4章及び第6章並び
に麻薬特例法第5章及び第6章の没収保全及び追徴保全に関する処分
を求める申立事件、組織的犯罪処罰法第6章及び麻薬特例法第6章並
びに児童虐待の防止等に関する法律第9条の3に基づく令状請求事件

随時81から7ま での事件を除く刑事事件（第1部及び管内簡易裁判所の裁 男 澤 聡 子

本 間 敏 広

茂 木 典 子
片 岡 理 知

高 橋 玄

酒 井 絢 子
関 和 寛 史

判官に対する忌避及び回避事件を除く。）、第2部の裁判官に対する
除斥､ 忌避及び回避事件並びに民事調停法第9条2項に基づく除斥事
件

随時9 医療観察法に関する事件（差戻事件を除き、鑑定入院命令手続を含
む。）．

10 医療観察法に関する事件のうち鑑定入院命令手続、不起訴被疑者等
の訴訟費用負担事件

理 知

絢 子

片 岡

酒 井

関 和 寛 史 随時



美和子

真 人

潤一郎

久美子

将 希

火、木

武
西
南
那
東

田
村
部
智
影

1 民事合議蝶件、人身保護事件判事（総）

武 田 美和子

（兼）判事（支部長）

男 澤 聡 子

（兼）判事

本 間 敏 広

（兼）判事

茂 木 典 子
判事

西 村 真 人

（兼）判事

片 岡 理 知

判事

南 部 潤一郎

（兼）判事
ノ|｜ 鴫 彩 子

（兼）判事

古 賀 秀 雄
（兼）判事

‘高 橋 玄

（兼）判事

酒 井 絢 子

判事

那 智 久美子

判事補

大 井 友 貴

（兼）判事補

柏 木 桃 子
判事補

東 影 将 希

（兼）判事補
関 和 寛 史

判事補

畑 中 胡 春

第
2

部

月・火

・水・

木・金

美和子

真 人

潤一郎

彩 子

秀 雄

久美子

真 人

武 田

西 村

南 部

川 嶋

古 賀

那 智

西 村

2 民事通常事件､'手形小切手事件、再審事件

（川嶋彩子裁判官及び古賀秀雄裁判官は、民事通常事件のみ）

子
雄
子
人

坐
夫

随時3 民事非訟事件（5あ事砕を除く。）、商事非訟事件（特別清算事件を
除く。）、過料事件

随時男 澤 聡 子

随時男 澤 聡 子5 借地非訟事件、調停事件

随時美和子

敏 広

真 人

潤一郎

久美子

将 希

武 田

本 間

西 村

南 部

那 智

東 影

6 破産事件、特B'｣清算、再生事件、会社更生事件

随時武 田 美和子

男 澤 聡 子

西 村 真 人

南 部 潤一-郎

那 智 久美子

東 影 将 希

7 民事執行事件（8の事件を除く。）

美和子

敏 広

真 人

潤一郎

久美子

将 希

寛 史

随時間接強制事件、代替執 武 田

本 間

西 村

南 部

那 智

東 影

関 和

産権に対する執行事イ8 債権及びその他の財
行事件、財産開示事件

束 影 将 希

関 和 寛 史

随時9 証拠保全事件、提訴前の証拠収集処分

武 田 美和子

男 澤 聡 子

西 村 真 人
片 岡 理 知

南 部 潤一郎

那 智 久美子

酒 井 絢 子

東 影 将 希

関 和 寛 史

随時命令事件（4の事件を除く。）、配偶者暴力等に関する保護命10 保全
令事件

美和子

真 人

潤一郎

久美子

将 希

随時11 証ぞ房軍拝喜際で罠事事1年~曉2部の裁判官に対する除斥
及び忌避事件を除く。）、第1部及び管内簡易裁判所の裁判官に対す
る除斥、忌避及び回避事件

武 田

西 村

南 部

那 智

東 影



記

1 執務時間外における令状事件（地方裁判所に請求できない事件を除く 。）及び被疑者の国選弁護に係る事務処理は、本庁
において、毎月（ただし、年末年始及びそれに接着ずる閉庁日については別途）あらかじめ所長が定める当番表により指定す

別

る裁判官が担当する。

2 裁判所書記官に対する除斥、忌避及び旧
る裁判所書記官が附属する裁判官は除く。）

忌避及び回避事件については、裁判官の協議により担当裁判官を定める（ただし、対象とな



熊谷支部及び秩父支部の裁判官の配置及び裁判事務の分配
事 務 一「担当裁判官

別表第6 越谷支部、
藤田…m…罰日

｜
判事~〔支蔀長）

飯 塚 圭 一

判事

森 淳 子

越 判事

谷 杉 浦 IE 典
判事

玉 本 恵美子

判事

I
北 村 ゆ り

判事

鈴 木 敦 士

｜
判事

伊 東 智 和

判事

本 問 明日香

1
判事

大 野 眞穗子

判事

鈴 木 美智子ロ

淳 子

恵美子

智 和

眞穗子

森
玉
伊
大

提誹前の証拠|’

収集処分

本
東
野

正 典

恵美子

ゆ り

智 和

眞穗子

浦
本
村
東
野

杉
玉
北
伊
大

2 証拠保全事件

圭 一

正 典

眞穗子

飯
杉
大

塚
浦
野

3 債権及びその他の財産権に対する執行-事件

一
子
典
子美

圭
淳
正
恵

飯 塚

森

杉 浦

玉 本

4 不動産に対する執行事件

正 典

恵美子

智 和

浦
本
東

53及び4の事件を除く民事執行事件、会社更生事件、過料事件
＝二一一

杉
玉
伊

Ｌ
伝

二
一
一飯 塚

杉 浦

玉 本

伊 東

6 民熟非訟事件 借地非訟事件、商事非訟事件 芽ミ ー

正 典

恵美子

智 和

正 典

恵美子

ゆ り

敦 士

智 和

眞穗子

浦
本
村
木
東
野

杉
玉
北
鈴
伊
大

7 破産事件、再生事件

飯 塚 圭 一8 調停事件

]E 典

恵美子

ゆ り

智 和

眞穗子

浦
本
村
東
野

杉
玉
北
伊
大

9 保全命令事件・保全異議・保全取消事件

森 淳 子

杉 浦 正 典

玉 本 恵美子

北 村 ゆ り

鈴 木 敦 士

伊 東 智 和
大 野 眞穗子

10 配偶者暴力等に関する保護命令事件

玉 本 恵美子

伊 東 智 和

る除斥及び忌避事件11 裁判所書記官に対する民事事件に関す
12 1から11までの事件を除く民事事件

典
士
和

浦
木
東

杉
鈴
伊

正
敦
智

13 刑事単独事件（差戻事件及び14から17までの事件を除く。）

'



正 典

敦 士

智 和

杉 浦

鈴 木

伊 東

14 即決裁判事件（即決裁判手続によって審判する旨の決定取消後
の事件も含む。）

15 刑事再審事件、組織的犯罪処罰法第6章及び麻薬特例法第6章
の国際共助の審査請求事件、国際共助の裁判の取消請求事件、不
起訴被疑者等の訴訟費用負担事件

森 淳 子

杉 浦 正 典

玉 本 恵美子

北 村 ゆ り

伊 東 智 和

大 野 眞穗子

森 淳 子

杉 浦 正 典
玉 本 恵美子

北 村 ゆ り

伊 東 智 和

大 野 眞穗子

16 令状事件（地方裁判所に請求できない事件を除き、付随事件を
含む。）、組織犯罪処罰法第6章及び麻薬特例法第6章に基づく
令状請求事件、第1回公判期日前の被告人の勾留に関する処分、
被疑者の国選弁護に係る事務処理のうち複数選任に係るもの、執
行猶予取消事件、刑事訴訟法第430条の準抗告事件、起訴前の
証拠調べ請求事件並びに証拠保全請求事件

l7 裁判官の権限によって処理すべき組織的犯罪処罰法第4章及び
麻薬特例法第5章の没収保全、追徴保全に関する処分を求める申
立事件、裁判所又は裁判官の権限によって処理すべき組織的犯罪
処罰法第6章及び麻薬特例法第6章の国際共助の要請に係る没収
保全、追徴保全に関する処分を求める申立事件

]E 典

恵美子

智 和

杉 浦

玉 本

伊 東

裁判所書記官に対する刑事事件に関する忌避及び回避雫件
14から17までの事件を除く刑事事件、医療観察法に関する事件
(差戻事件を除き、鑑定入院命令手続を含む。）

８
９

１
１

別 記
l 「事務」欄に掲げる1，2，3，4，6，7，9、10，13及び14の事件は、受理の順序により「担当裁判官」欄に掲
げる裁判官の協議によりあらかじめ定める割合に応じて配付し、5，]l、12，15，18及び19の事件は、「担当裁判
官」欄に掲げる裁判官の協議により担当裁判官を定める（ただし、11及び18の事件は本案を担当している裁判官
に配付しない。）。

2 本案申立時に申し立てられた保全命令事件、既に本案が申し立てられている保全命令事件は、本案を担当して
いる裁判官に配付する。

3 保全異議・保全取消事件は、対象となる保全命令を発した裁判官以外の裁判官に配付する。

416及び17の事件は、当番として受理した日により担当裁判官に配付する‘

5 執務時間外における令状事件（地方裁判所に請求できない事件を除く。）及び被疑者の国選弁護に係る事務処
理は、本庁において、毎月（ただし、年末年始及びそれに接着する閉庁日については別途）あらかじめ所長が定
める当番表により指定する裁判官が担当する。

岡 田 慎 吾

筈 井 卓 矢

兼 田 由 貴

竹 内 知 佳
松 倉 梨 香

l 民事否議事拝、人身保護事料判事（支部長）

佐々木 直 人

判事

岡 田 慎 吾

判事

筈 井 卓 矢

判事

長 橋 政 司

判事

兼：田 由 貴

判事

竹 内 知 佳
判事

椎 名 まり絵

判事補

松 倉 梨 香

能
J,､知

谷

岡 田 慎 吾

筈 井 卓 矢

兼 田 由 貴
竹 内 知 佳

Z- 民事通常事件、手形小切手事件、借地非訟事件、再審事件、調
停事件

椎 名 まり絵3 保全異議・保全取消事件

吾
絵
ｍ
Ｗ
ノ

慎
ま4 破産事件、再生事件、会社更生事件、商事非訟事件（特別清算

事件に限る。）

岡 田

椎 名

5 商事非訟事件（特別清算事件を除く。）、民事非訟事件 長 橋 政 司

竹 内 知 佳

兼 田 由 員6 過料事件

慎
政

吾
司7 担保権の実行事件（9,10の事件を除く。）、強制執行事件(10

の事件を除く。）

岡 田

長 橋

椎 名 まり絵

松 倉 梨 香

8 財産開示事性、第三者からの情報取得事件



岡 田 慎 吾9 担保不動産収益執行事件

’ 10 担保権の実行事件((ナ）の事件及び動産競売開始許可事
件）、債権及びその他の財産権に対する強制執行事件

11 保全命令事件

岡 田 慎

竹 内 知

吾
佳

’

竹 内 知 佳

松 倉 梨 香

岡 田 慎 吾

長 橋 政 司

竹 内 知 佳

松 倉 梨 香

12 配偶者暴力等に関する保護命令事件

松 倉 梨 香13 証拠保全事件、訴え提起前における証拠収集事件

岡 田 慎 吾

筈 井 卓 也
長 橋 政 司

兼 田 由 貴
竹 内 知 佳

松 倉 梨 香

14 1から13までの事件を除く民事事件

■

人
司
香

直
政
梨

佐々木

長 橋

松 倉

15 刑事合議事件（差戻事件を除く。）も組織的犯罪処罰法第6章
及び麻薬特例法第6章の国際共助の審査請求事件、国際共助の裁
判の取消請求事件

i 6 刑事単独事件（差戻事件を除く。）、15及び17から25までの事 佐々木 直 人

長 橋 政 司

筈 井 卓 也

椎 名 まり絵

筈 井 卓 也

椎 名一まり絵
松 倉 梨 香

松 倉 梨 香

佐々木 直 人

23熊谷支部若しくは秩父支部又は熊谷支部若しくは秩父支部管内
簡易裁判所の裁判官がした裁判に対する刑事訴訟法第429条の
準抗告事件、同法430条の準抗告事件

24 熊谷支部若しくは秩父支部又は熊谷支部若しくは秩父支部管内
簡易裁判所の裁判官に対する除斥、忌避事件（刑事の回避事件を
含む。）及び熊谷支部若しくは秩父支部における民事調停法9条
2項による除斥事件

25 熊谷支部若しくは秩父支部又は熊谷支部若しくは秩父支部管内
簡易裁判所の裁判官がした児童福祉法による一時保護状請求却下
の裁判に対する同法第33条第7項ただし書の取消請求事件

佐々木 直 人

岡 田 慎 吾

筈 井 卓 矢

長 橋 政 司

兼 田 由 貴

竹 内 知 佳

椎 名 まり絵

松 倉 梨 香

26熊谷支部又は秩父支部の裁判所書記官に対する除斥、忌避及び回
避事件



別 記

l 「事務」欄に掲げる2，10，11，12，16及び17の事件は、受理の順序により、「担当裁判官」欄に掲げる裁判
官の協議によりあらかじめ定める割合に応じて各担当裁判官に配付し、1，4，7，14， 19，23，24，25及び26の事
件は、「担当裁判官」欄に掲げる裁判官の協議により担当裁判官を定める(ただし、26の事件は本案を担当してい
る裁判官に配付しない。）。

2本案申立時に申し立-てられた保全命令事件は、本案を担当している裁判官に配付する。

3 執務時間外における令状事件（地方裁判所に請求できない事件を除く。）、被疑者の国選弁護に係る事務処理
及び第1回公判期日前の被告人の勾留に関する処分に係る事件は、年末年始及びそれに接着する閉庁日以外の日
について、毎月あらかじめ支部長が定める当番表により、熊谷支部に補職されている裁判官及び所長が指定する
裁判官が担当する。

1

4 執務時間外において前項の事務を担当する裁判官は、執務時間外における秩父支部の令状事件
請求できない事件を除く。）及び被疑者の国選弁護に係る事務処理をも担当する。

(地方裁判所に

及び被疑者5 年末年始及びそれに接着する閉庁日における令状事件（地方裁判所に請求できない事件を除く。）
の国選弁護に係る事務処理は、本庁において、所長が定める当番表により指定する裁判官が担当する。

とが困難である場合には、所長は、6 熊谷支部の刑事訴訟法429条の準抗告処理を同支部所属裁判官で行うこ
本庁の裁判官からその事務を代理して行う者を指名することができる。｜

兼 田 由 貴民事事件、刑零重拝~『苓沃事件（地方裁判所に請求できない事
件を除く。）を含み、差戻事件を除く。〉

(兼）判事

(支部長）

兼 田 由 貴

秩
父



越谷支部、

■判官

別表第7

裁判官支部

随時飯 塚 圭 一

火、金森 淳 子

月、

水（偶数週）、
金（偶数週・午
前）

杉 浦 正 典

火、木、金玉 本 恵美子越谷

水、木、

(偶数週・午

火
金
師
一
月
水
金
前

鈴 木 敦 士

(偶数週）、
(偶数週・午火、木、金伊 東 智 和

月、火、金大 野 眞穗子

吾
慎

卓
由

知
梨

田
井

田
内

倉

岡
筈

兼
竹

松

矢
貴

佳
香

月

佐々木 直 人

長 橋 政 司

松 倉 梨 香

岡 田 慎 吾

竹 内 知 佳

’筈 井 卓 矢

火

熊谷

随時水

随時火

’ 随時木

随時木由 貴

直 人

兼 田

金
木

、
、

水
月

佐々木

長 橋 政 司

秩父
水、金水水、金兼 田 由 貴



別表第8 管内簡易裁判所の裁判官の配置及び裁判事務の分配
顧霧圃一霊削E…簡逼■■■ ‐_二二 事 務 ｢~担当裁判官」

中一田 康 夫

（2分の1）‐
-T－戻事訴訟事碑テ(2，3あ軍1節琵際言-戻事調停荘~g~OX~T項だ~王~石調
停事件を含む。）

（司）
山 田

中 田

漆 原

(代)櫻 井

さ
い
た
ま

漆一原 秀 憲
（2分の1）

千 秋

康 夫
秀 憲
直 貴

山 田 千 秋
（3分の1）

2 少額訴訟事件

中 田 康 夫
（3分の1)

3 民事訴訟事件のうち、交通事故に関する事件（交通事故による損害
賠償請求事件及び自動車事故責任保険金請求事件。民事調停法20条
1項による調停事件を含む。） 漆 原 秀 憲

（3分の1)
山 田 千 秋
(9分の8，但し調停官分を含む）

漆 原 秀 憲

（9分の1）

山 田 千 秋
（3分の1）‐

5 保全事件

中 田 康 夫
（3分の1)

漆 原 秀 憲
（3分の1）

山 田 千 秋

中 田 康 夫
漆 原 秀一童

6 1から5までの事件を除く民事事件

山 田 千 秋7 刑事訴訟事件及び他の裁判官のした略式命令に対する正式裁判申立
事件

山 田 千 秋
(10分の2)_

中 田 康 夫
（10分の3）

漆 原 秀 憲
(10分の3)

櫻 井 直 貴
（10分の2）

中 田 康 夫
（2分の1）

漆 原 秀 憲
(2分の1)_

漆 原 秀 憲

秋
夫
憲

千
康
秀

山
中
漆

田
田
原

別 記
l 執務時間外における令状事件（簡易裁判所に請求できない事件及び児童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索
許可状請求事件を除く。）、被疑者及び 第1回公判期日前の被告人の勾留に関する処分に係る事件並びに被疑者の国
選弁護に係る事務処理は、毎月あらかじめ所長が定める当番表により、管内各簡易裁判所（熊谷、本庄及び秩父の各
簡易裁判所を除く。）に補職されている簡易裁判所判事並びにさいたま地方裁判所（熊谷及び秩父の各支部を除
く。）に補職されている判事及び判事補（簡易裁判所判事の発令のない判事補を除く。）が担当する。

2 前項の事務を担当する裁判官は、管内各簡易裁判所（さいたま簡易裁判所を除く。）の執務時間外における令状事
件（簡易裁判所に請求できない事件及び児童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除く。） 及
び被疑者の国選弁護に係る事務処理（年末年始及びそれに接着する閉庁日以外の日については、熊谷、本庄及び秩父
の各簡易裁判所のこれらの事件を除く。）をも担当する。’ 一



稗 田 俊 彦民事保全事件。刑事事件（略式事
一

’
１

朧懸照撚蕊撫瀧曝誰童蛎鮭螺
する法律による臨検捜索許可状請求事件を除く。）（一 除

彦
次
貴
隆

俊
一
弘
一

下
宗
水

田
宮
佐
沓

稗
恂
恂
恂

川

口

Ｉ
く

く。）のほか2以外の事件）

宮 下 一 次
（3分の1)

(在宅略式事件及び■■■に請求があった
(付随事件を含み、簡易裁判所に請求でき
二等に関する法律による臨検捜索許可状請

荊軍訴訟事件、略式事件2

在庁略式事件）、令状事件（付随事件を含み、
ない事件及び児童虐待の防止等に関する法律に 佐 宗 弘 貴

（3分の1）求事件を除く。）（■■■に限る。）

沓 水 一 隆
（3分の1）

宮一下 一 次
（3分の1）

3 民事事件（民事訴訟事件、民事調停事件、民事保全事件を除く。）

佐 宗 弘 貴
（3分の1）

香一水 一 隆
（3分の1）

獄塔患件 Iにつき
略式事件（在宅略式事件）
り調整する。

、2の裁判官が刑事公判等で差支えの場合には、1の裁判官が代理する｡
につき、2の事務分配割合にかかわらず〈月のてん補回数、刑事公判の開廷状況等によ

曽 根 範 征
（3分の1)

r-民事訴訟事件

(司）
菊 池 則 明
曽 根 範 征
二 見 勇 二
荒 川 浩 治

大
宮

二 見 勇 二
（3分の1）－－

川 浩 治
(3分の1）

芒
ノIし

曽、根 範 征
（3分の1）

2 少額訴訟事件（異議事件を含む。）

二 見 勇 二

（3分の1）

荒 川 浩 治
（3分の1）－

菊 池 則 明

曽 根 範 征
（3分の1）

二 見 勇 二
（3分の1）

荒 川 浩 治
（3分の1）

曽 根 範 征
（3分の1）

二 見 勇 二
（3分の1)

荒 川 浩 治
（3分の1）

菊 池 則 明

l
l
l

菊 池 則 明

菊 池 則 明
（15分の3）

8 令状事件（簡易裁判所に請求できない事件、児童虐待の防止等に関
する法律による臨検捜索許可状請求事件、勾留請求事件及び勾留延長

曽 根 範 征
（15分の4)

二 見 勇 二

（15分の4）
荒 川 浩 治

（15分の4）



根 範 征

(3分の1)

蛍
日9 6から8までの事件を除く刑事事件

二 見 勇 二
（3分の1)

荒 川 浩 治
（3分の1）

櫻 井 直 貴’民素事件、刑事事FF~『苓釈軍秤~砺易薮平I所IE藷乗できない事件及
び児童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除‘直 貴

根 範 征
見 勇 二
川 浩 治

井
曽
二
淵

櫻
恂
恂
恂

く
Ｉ
く

久
喜

く｡ ）を含み、2の事件を除く。）

根 範 征
(3分の1）

菫
巨

2 略式命令に対する正式裁判申立事件

二 見 勇 二
（3分の1）

荒 川 浩 治
（3分の1）

宮一下 一 次

（3分の1）
佐 宗 弘 貴

（3分のl) |

越
谷 (司）

飯 塚 圭 一
宮 下 一 次
佐 宗 弘 貴
沓 水 一 隆

沓 水 一 隆
（3分の1） 次

貴
隆

宮
佐
沓

下
宗

ヨノ
コム

ー

水

宮 下 一 次

（3分の1)_
貴佐 宗 弘

（3分の1)
沓 水 － 隆

（3分の1)

宮 下 一 次
（3分の1）

陸一宗 弘 貴
（3分の1）

沓 水 一 隆
（3分の1） 次
貴
隆

一
弘
一

下
宗
水

宮
佐
沓

11 第1回公判期日前の勾留に関する処分、執行猶予取消事件 次
貴
隆

宮
佐
沓

下
宗
水

12 他の裁判官のした略式命令に対す~る正式裁判申立事件
弘

宮 下 一 次
（3分のl)

137から12までの事件を除く刑事事件（不起訴被疑者等の訴訟費用負担
一

事件を含む。）

佐 宗 弘 貴
（3分の1)

沓 水 一一 隆
（3分の1)

別 記
「事務」欄に掲げる4，10及び1lの事件は、受理した日の当番裁判官に配付する。

長谷川 浩 一
（2分の1）

大和谷 教
（2分の1） I

民事訴訟事件、その他戻軍事拝~(2から4までの事件を除く。）

少額訴訟事件（異議事件を含む。）

調停事件

起訴前の和解事件、保全事件、証拠保全事件、過料事件
刑事訴訟事件（6から9までの事件を除く。）

他の裁判官のした略式命令に対する正式裁判申立事件
第1回公判期日前の勾留に関する処分に係る事件
略式事件、執行猶予取消事件、不起訴被疑者等の訴訟費用負担事件

１
２

３
４

５
６

７
８

(司）

男 澤

関 和
長谷川

大和谷

川

越

聡
寛
浩

子
史
一
教



史
〆
一
教

み関 和 寛

(’ ゆ
長谷川 浩
大和谷

9．令状事件（付随事件を含み、簡易裁判所に請求できない事件及び児
童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除
く。）、被疑者の国選弁護に係る事務処理

別 記
1 執務時間内における略式事件及び令状事件は、「担当裁判官」欄記載の裁判官のほか、川越簡易裁判所に補職さ
れている簡易裁判所判事で、支部長が指定する者が担当する。
2 裁判所書記官に対する除斥、忌避及び回避事件については、裁判官の協議により担当裁判官を定める（ただし、
対象となる裁判所書記官が附属する裁判官は除く6）

｜ ’
内 田 雄 三r=罠事事拝く刑事軍拝~(令状事1咋一砺易裁判所に請求できない事件及

び児童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除
内 田 雄 三
(代)長谷川 浩一
(代)大和谷 教

飯
能 く。）を含み、2の事件を除く。）

2 略式命令に対する正式裁判申立事件 長谷川 浩 一
（2分の1) －

大和谷 教
（2分の1）

篠一山 裕 一一’

篠 山 裕 一

(代)長谷川 浩一
(代)大和谷 教

所
沢

篠 山 裕 一
（3分の1)

長谷川 浩 一
（3分の1）

大和谷 教
：(3分の1）
長谷川 浩 一
（2分の1）－

大和谷 教
（2分の1）

岡 下 直 樹
（2分の1）

西 郷 文 規
（2分の1）

’１
ノ
々

同
佐
椎
松
岡
西

熊
谷

3 調停事件木 直 人
名 まり絵
倉 梨 香
下 直 樹
郷 文 規

4 ‐起訴前の和解事件、保全事件、証拠保全事件、過料事件
51から4までの事件を除く民事事件

6 7から10までの事件を除く刑事事件（不起訴被疑者等の訴訟費用負担
事件を含む。） ll ‐

7 在宅略式事件

8 三者処理による交通切符事件

9他の裁判官のした略式命令に対する正式裁判申立事件
10 執行猶予取消事件

椎 名 まり絵
松 倉 梨 香
岡 下 直 樹
西 郷 文 規

11 令状事件（付随事件を含み、簡易裁判所に請求できない事件及び児
童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除
く。）及び被疑者の国選弁護に係る事務処理

12 在庁略式事件（三者処理による交通切符事件を除く。）

別 記
l 「事務」欄に掲げるl1及び12の事件は、「担当裁判官」欄に掲げる裁判官の協議により担当裁判官を定める。
2 執務時間外における令状事件、被疑者の国選弁護に係る事務処理及び第1回公判期日前の勾留に関する処分に係る
事件は、年末年始及びそれに接着する閉庁日以外の日について、毎月あらかじめ支部長が定める当番表により、さい
たま、熊谷、本庄及び秩父の各簡易裁判所に補職されている簡易裁判所判事が担当する。

被疑者の国選弁護3 前項の事務を担当する裁判官は、本庄及び秩父の各簡易裁判所の執務時間外における令状事件、
に係る事務処理及び警察官職務執行法第3条による保護許可状請求事件をも担当する。

色 '



’民事燕胃~荊雪軍秤~『苓涙軍拝~砺易裁判所に請求でぎない事件及
び児童虐待の防止等に関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除
く。）を含み、2の事件を除く。）

樋 口 博 一樋 口 博 一

(代)西郷文規

本
庄

西 荊乢文 規2 略式命令に対する正式裁判申立事件

雄 三T-民事事拝で荊事事件(2及び3の事件を除く。） 内 田
(司）

兼 田 由

内 田 雄

秩
父 皇
屋
一
二 酉拝及び児童虐待の防止等に 貴令状事件（簡易裁判所に請求できない事件及び児］

関する法律による臨検捜索許可状請求事件を除く。）
兼 田 由

内 田 雄

２

三

3 略式命令に対する正式裁判申立事件 兼 田 由 貴

記 』
(代）を冠記した裁判官は、裁判所法第36条1項の規定に基づき、当該簡易裁判所の裁判官の職務を代行するもので

別 記
1 （代）を冠記した裁判官は、裁判所法第36条1項の規定に基づき、当該簡易裁判所の裁判官の職務1
ある。

2 略式命令に対する正式裁判申立事件を担当する裁判官は、略式不相当と判断された事件をも担当する。



管内簡易裁判所の開廷の日割り別表第9
開廷曜日

交通切符

(三者処理の分）’ 調停刑事民事裁判官簡裁

火、

金(民事調停官）月、木月、木山 田 千 秋

い
ま

身
ご
弗
侶 木水中 田 康 夫

木金火漆 原 秀 憲
’

水、金火、木稗．田 俊 彦

月宮 下 一 次

川口

月佐 宗 弘 貴

|’ 月沓 水 － 隆

月《金火､ 木菊 池 則 明

火曽 根 範 征
大宮

｜
'

水荒 川 浩 治■
園 木二 見 勇 二

’
月火水、少額火櫻 井 直 貴久喜

木（隔週）木月火佐 宗 弘 貴

木（隔週）E越谷 水 木

次
一
一
隆

一

一

下
水

宮一一沓
木（隔週）水月｜

’

金

木(第2、第4、第5）金（第2、第4、第5）火杜 －
1口長谷川

川越
木(第1、第3、第5）金（第1、第3、第5）水教大和谷

|飯龍’ 火、水（隔週）、金金火、水（隔週）、金内 田 雄
~三二

飯能

火（月2回）水、金火、木篠 山 裕 一

月長谷川 浩 一一所沢

月大和谷 教匡
届
団
囲

木（月1回）火、水、木火文 規 月

熊谷

木（月1回）火、水､ 木火金直 樹

火、水火、金樋 口 博．－ 木、第2及び第4金(少額）本庄

木木内 田 雄 月秩父 三



一 ー 。

(注）
1 「少額」は、専ら少額訴訟手続を行う開廷曜日を表示するものである。

2 久喜、川越、飯能、所沢、本庄及び秩父の各簡易裁判所において、略式命令に対する正式裁判申立事件 (略式不相当と

された事件を含む。）を担当する裁判官は、随時開廷するものとする。



｜錘一誇一極
極一睡一礎

癖一一没一報

雄一唯一蹄

誠一聰一癖
(注）
裁判官が2人以上配置されている簡易裁判所においては、代理すべき裁判官は、当該簡易裁判所の司法行政事務を

掌理する裁判官が指定する。

別表第11 所長に差し支えがある場合の司法行政事務の代理順序
第1順位 」国 事］’ 佐伯恒治

■→第2順位■■回事1 眞鍋美穂子

ざ典型倒長譽差当茜‘駒警零弾政事鋳ぬ代理順序．
別表第12 川越支部の支鄙垂に走L全茎えかめQ壷亘』且回り率1]_以季猛vﾉ'Ni

第1順位 一｜判事_]■■ 武田美和子
第2順位 JJH 事]L 本間敏広 －－」
第3順位 ｜|~ 判 岡「 茂木典子


